
 

 

 

 

 

 

 

～少年の健全育成に向けて～ 

平素は警察活動の各

般にわたり、格別のご理

解とご協力を賜りますこと、

本誌をお借りして厚く御礼

申し上げます。

さて、令和７年中の甲

賀警察署管内における

少年の非行状況ですが、

非行少年・不良行為少

年を合わせて前年より 40

人多い153人の少年を検

挙補導しました。 

その内容を見ますと、刑法犯少年を 46 人検挙補導しまし

たが、「万引き」や「自転車盗」などの「初発型非行」が 20

人であり、刑法犯少年の約 43.5％を占めるに至りました。ま

た、「強盗」などの「凶悪犯」を５人、「傷害」などの「粗暴犯」

を 10 人検挙補導しており、「凶悪犯・粗暴犯」で刑法犯少

年の 32.6％を占めるに至りました。さらに、「凶悪犯」5 人のう

ち、3 人が触法少年でした。 

特別法犯については、4人検挙しており、自分の口座を売

って「犯罪収益移転防止法違反」で検挙される者がいまし

た。これは、昨今耳目を集めている「闇バイト」とは異なります

が、「闇バイト」同様、目先の利益に捕らわれて後先が想像

出来ない、少年特有の未熟さを際立たせるものであり、少

年に正しい知識と予見する能力が備わるよう、注意喚起し

ていくことが急務となっています。 

一方、少年補導については、昨年後半から大型量販店

にたむろする中学生や無職少年らが散見されるようになり、

前年と比べて 34 人多い 103 人が補導されています。 

少年非行の背景には、SNS の普及で広範囲に年齢や性

別を超えて繋がるという、広く浅い人間関係が認められると

ころであり、SNS による被害やトラブルが後を絶ちません。安

易に迷惑動画や暴力動画を SNS にあげ、新たなトラブルが

発展していることも記憶に新しいところです。 

このような中、警察としまして、日々の業務を通じて非行少

年や被害少年を早期に発見の上、学校・児童相談所・少

年センター等をはじめとした関係機関と連携のもと、少年の

健全育成に努めていますが、やはりこれには限界があり、少

年補導(委)員の皆様を始め、地域の皆様一人ひとりのご

理解・ご協力無くして、到底、その目的を達成することは出

来ません。 

今後とも、少年の健全育成のため、署員一丸となって、

少年の非行防止活動等に取組んでいく所存でございます

ので、皆様方の一層のご支援・ご協力を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

「甲賀警察署から皆様への緊急のお知らせ」 

ここからは、「甲賀警察署から皆様方への緊急のお知ら

せ」があります。 

それは、今現在も猛威を振るっている警察官を語るなどの

特殊詐欺への対応です。 

 年の県内における特殊詐欺について 

発生件数は421件、被害額は約15億7,000万円であり、 

そのうち甲賀警察署管内の状況は 

発生件数は 38 件 

被害額は約 6,300 万円でした。 

ところが、本年に入り管内では３月末までで 

   発生件数は 21 件（昨年の同期比で約 430％の増加） 

被害額は約 1億 5,400 万円 
(昨年の同期比で約1400％の増加) 

であり、被害額では既に昨年１年間の倍以上に達してい

るなど危機的状況にあります。 

これら特殊詐欺の実に 8 割が皆様が所有するスマホやご

自宅の固定電話に犯人から電話が掛かってきて、その電

話に対応して騙され、被害に遭っています。実にその電話の

７割が国外からの国際電話によるものです。 

このため、国際電話を遮断するだけでも、これら被害の半

数近くを防げますが、如何せん遮断措置は各人の行動に

掛かっており、スマホであれば、警察庁推奨アプリをダウンロ

ードして遮断をするか、ご自宅の固定電話であれば、国際

電話不取扱受付センターへ休止の申込をすればいずれも

無償で遮断することができます。 

もし、遮断措置を講じるまでに、警察官を語って「あなたに

逮捕状が出ている」「資産を指定の口座に移さなければ、

逮捕して強制的に捜査します」などと不安を煽る電話があっ

た際は、「まずは地元の甲賀警察署・交番等に確認します」

「家族に相談します」など「自分以外の人を交えて対応する」

と言えば、逆に犯人側が「この人は騙せない」「すぐに警察

へ通報される」と慌てて、電話を切りますので是非ともそのよ

うな対応をお願いします。 

特殊詐欺にはこのように「逮捕状が出ている」等として皆

様の不安を煽る手口のほか、「必ず儲かる」等の甘言で投

資を持ち掛けるものなど、様々な手口があります。 

このような特殊詐欺の危機的状況に今一度ご理解をいた

だき、皆様方のご家族を始め、地

域の皆様にも、この危機的現状を

お伝えいただき、これら特殊詐欺

電話に対する地域の皆様のいわ

ば、警戒心、免疫力をこれまで以

上により一層高めていただきますよ

う、重ねてお願いいたします。 
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甲賀警察署 

署長 𠮷川知樹 

注意‼ 迫りくる特殊詐欺‼ 
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学校訪問始まる 

５月から順次甲賀市内の小学校 21 校、中学校７校、高

等学校等６校、児童福祉施設２園、そして市外の高等学校

等８校を訪問させていただきます。子どもたちの課題解決

や健全な成長に向けて、関係機関と連携しながら取り組ん

でまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度甲賀警察署少年補導員 

ならびに甲賀市少年補導委員委嘱状交付式 

および表彰式 

甲賀市少年補導(委)員会 総会・研修会 
 

 

令和８年４月２５日(土)にみなくるプラザ鹿深ホールにお

いて、甲賀市副市長 伴 孝史様をはじめ来賓の方々の

ご臨席のもと、甲賀警察署𠮷川知樹署長より委嘱状の

交付および永年勤続功労者表彰状への表彰状が行わ

れました。また、甲賀市教育委員会立岡秀寿教育長か

らは、長年にわたりご尽力いただいた１１名の補導（委）員

退任者様へ感謝状が贈呈されました。 

続いて開催された総会では、令和８年度の事業計画お

よび会計予算が承認されました。その後の研修会では、

「少年補導(委)員の任務と心構え」をテーマに甲賀警察

署大道太生活安全課長よりご高話をいただきました。 

子どもたちの現状や補導委

員としての関わり方について理

解を深める貴重な機会となり、

甲賀市の青少年の非行防止

と健全育成に向け、さらに充

実した活動を展開していきたい

と思います。 
 

黒田　義則 様

藤村　和之 様

井澤　信行 様

神田　剛史 様

永年勤続功労者表彰(10年)

石川 富美代 様 H12～

市川　康信 様 R6～

北出　孝子 様 H26～

長尾　修平 様 R2～

吉原 やすゑ 様 H15～

古賀　　誠 様 R4～

立岡登喜夫 様 R6～

安村　幸子 様 R6～

藤川　淳子 様 R2～

井澤　信行 様 H28～

堀　　恵子 様 H22～

退任者感謝状表彰

危険！位置情報アプリ 
 

4 月甲賀市内の路上で、位置情報共有アプリを通じ
て集まった十数人が少年 3 人を取り囲み、そのうち 16
歳と 15 歳の 2 人に暴行を加えて怪我を負わせたとし
て、滋賀県警甲賀署は 12 日 17 歳の無職少年と 14 歳
の男子中学生を傷害容疑で逮捕しました。被害者と容
疑者に面識はなく、アプリのメッセージ機能を介した
やり取り中でトラブルに発展したとみられています。
位置情報アプリの機能が、面識のない者同士の衝突を
誘発する一因となった可能性があり、アプリを介した
突発的な暴力の危険性が浮き彫りになりました。 

 

位置情報アプリは便利な一

方、第三者によって悪用された

場合の危険性等、大きなリス

クが潜んでいます。 

安易に位置情報を利用する 

ことは避け、やむを得ず使用する場合は、正しい知識

を身につけ、適切な設定で安全に利用することが大

切です。 

困ったときは  
ひとりで悩まないで 気軽にお電話を! 

秘密厳守・無料 
交友関係、生活、いじめ、  

家族、学業、不登校、就労など 
相談日：平日のみ(9時 00分～16時 00分)      
年末年始、土、日、祝日は休み            

（0748）62-6010  k-syonen@city.koka.lg.jp    
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